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番  号 議      案      名 ページ 

議案第４０号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

専決第１号 令和５年度宇土市一般会計補正予算（第９号）

について 

１ 

別冊 

議案第４１号 
専決処分の報告及び承認を求めることについて 

専決第２号 宇土市税条例の一部を改正する条例について 
２ 

議案第４２号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

専決第３号 宇土市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について 

１５ 

議案第４３号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

専決第４号 宇土市重度心身障害者医療費助成に関する条

例の一部を改正する条例について 

１７ 

議案第４４号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

専決第６号 令和６年度宇土市国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）について 

１９ 

別冊 

議案第４５号 宇土市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について ２０ 

議案第４６号 宇土市税条例の一部を改正する条例について ２１ 

議案第４７号 
宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 
２３ 

議案第４８号 
宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 
２４ 

議案第４９号 令和６年度宇土市一般会計補正予算（第１号）について 
２６ 

別冊 

報告第２号 令和５年度宇土市一般会計継続費繰越計算書の報告について ２７ 

報告第３号 
令和５年度宇土市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて 
２９ 



 

 

報告第４号 
令和５年度宇土市水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て 
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報告第５号 
令和５年度宇土市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告

について 
３７ 

報告第６号 宇土市土地開発公社の経営状況の報告について ３９ 

報告第７号 
専決処分の報告について 

 専決第５号 損害賠償額の決定について 
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報告第８号 
専決処分の報告について 

 専決第７号 損害賠償額の決定について 
６９ 

報告第９号 
専決処分の報告について 

 専決第８号 損害賠償額の決定について 
７０ 
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議案第４０号 

  

   専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の事件を

専決処分したので、同条第３項の規定により次のとおり報告し、その承認を求める。 

 

  令和６年６月１７日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

記 

 

専決第１号 

 

専 決 処 分 書 

 

 令和５年度宇土市一般会計補正予算（第９号）について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 

 

  令和６年３月２９日専決 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

専決理由 

 既定予算を補正する必要が生じたが、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないた

め、専決処分するものである。 
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議案第４１号 

 

   専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の事件を

専決処分したので、同条第３項の規定により次のとおり報告し、その承認を求める。 

 

  令和６年６月１７日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

記 

 

専決第２号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次の事件につ

いて専決処分する。 

 

  令和６年４月１日専決 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 宇土市税条例の一部を改正する条例について 

 

専決理由 

 条例を改正する必要が生じたが、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、

専決処分するものである。 

 

 

   宇土市税条例の一部を改正する条例 

 宇土市税条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第５１条第２項中「によって」を「により」に、「申請書を」を「申請書に」に改め、

同項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、

市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

第５１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 

第７１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書を次のように改める。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが

明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでな

い。 
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 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格 

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格 

(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格 

(5) 減免を受けようとする事由及び第１項第３号の固定資産にあっては、その被害の状

  況 

第７１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 

第１３９条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に

次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当するこ

とが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この

限りでない。 

第１３９条の３第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第５条の次に次の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

第５条の２ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４条の４第４項に規定する特例

損失金額（以下この項において「特例損失金額」という。）がある場合には、特例損失

金額（同条第４項に規定する災害関連支出がある場合には、第３項に規定する申告書の

提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金

額」という。）について、令和５年において生じた法第３１４条の２第１項第１号に規

定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、

第３４条の２の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和７

年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民

税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じ

なかつたものとみなす。 

２ 前項前段の場合において、第３４条の２の規定により控除された金額に係る損失対象

金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第４８条の６第１項に規

定する親族の有する法附則第４条の４第４項に規定する資産について受けた損失の金額

（以下この項において「親族資産損失額」という。）があるときは、当該親族資産損失

額は、当該親族の令和７年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属

する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損

失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 

３ 第１項の規定は、令和６年度分の第３６条の２第１項又は第４項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申告書を含む。）に第１項の規定

の適用を受けようとする旨の記載がある場合（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。）に限り、適用する。 

附則第６条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に改める。 

附則第７条の４の次に次の４条を加える。 
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（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び第５項に

規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別税額控除額を、前年の

合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納税義務者（次条及び附則第７条の

７において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の第３４条の３、第３４条の６

から第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第

１項、前条及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第４７条の５第１項及び

前条の規定の適用については、第３４条の７第２項及び前条中「附則第５条の６第２項」

とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６項」と、第４７条の５第１項中

「課した」とあるのは「附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に課

すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合に

おける前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第７条の５第１項の規定の適

用がないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額については、第４１条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額

（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の

市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額（法附則第

５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収

に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以

下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。）

からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及

び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下この項において「普通

徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の

普通徴収に係る個人の住民税の額を基に宇土市税徴収等の特例に関する条例（昭和５

３年条例第３８号。以下「特例条例」という。）第５条の規定により算出した納期ご

との納付額（以下この項において「納期ごとの納付額」という。）のうち、特例条例

第３条第１項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び次条第１項において「第

１期納期」という。）の納付額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満

たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期の納期にお

いてはその者の第１期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控

除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の納期ごとの納付

額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の納期ごとの

納付額のうち、特例条例第３条第１項に規定する第２期の納期（以下この項及び次条

第１項において「第２期納期」という。）の納付額（以下この項において「第２期分

金額」という。）との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納
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期の納付額は、第１期納期においてはないものとし、第２期納期においてはその者の

第１期分金額及びその者の第２期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民

税に係る特別税額控除額を控除した額とし、特例条例第３条第１項に規定する第３期

の納期（以下この項及び次条第１項において「第３期納期」という。）、特例条例第３

条第１項に規定する第４期の納期（以下この項及び次条第１項において「第４期納期」

という。）、特例条例第３条第１項に規定する第５期の納期（以下この項において「第

５期納期」という。）、同条第１項に規定する第６期の納期（以下この項において「第

６期納期」という。）、同条第１項に規定する第７期の納期（以下この項において「第

７期納期」という。）、同条第１項に規定する第８期の納期（以下この項において「第

８期納期」という。）、同条第１項に規定する第９期の納期（以下この項において「第

９期納期」という。）及び同条第１項に規定する第１０期の納期（以下この項におい

て「第１０期納期」という。）においてはその者の納期ごとの納付額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額及びその者の第２期分金額の合計額以上であり、かつ、その者の

第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の納期ごとの納付額のうち、第３期

納期の納付額（以下この項において「第３期分金額」という。）の合計額に満たない

場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納

期においてはないものとし、第３期納期においてはその者の第１期分金額、その者の

第２期分金額及びその者の第３期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民

税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期、第５期納期、第６期納期、

第７期納期、第８期納期、第９期納期及び第１０期納期においてはその者の納期ごと

の納付額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の第３期分金額の合計額以上

であり、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額及び

その者の納期ごとの納付額のうち、第４期納期の納付額（以下この項において「第４

期分金額」という。）の合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各

納期の納付額は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期においてはないものとし、

第４期納期においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３

期分金額及びその者の第４期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額を控除した額とし、第５期納期、第６期納期、第７期納期、第８

期納期、第９期納期及び第１０期納期においてはその者の納期ごとの納付額とする。 

(5) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額及びその者の第

４期分金額の合計額以上であり、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、そ

の者の第３期分金額、その者の第４期分金額及びその者の納期ごとの納付額のうち、

第５期納期の納付額（以下この項において「第５期分金額」という。）の合計額に満

たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第２

期納期、第３期納期及び第４期納期においてはないものとし、第５期納期においては

その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第



6 

４期分金額及びその者の第５期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税

に係る特別税額控除額を控除した額とし、第６期納期、第７期納期、第８期納期、第

９期納期及び第１０期納期においてはその者の納期ごとの納付額とする。 

(6) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４

期分金額及びその者の第５期分金額の合計額以上であり、その者の第１期分金額、そ

の者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４期分金額、その者の第５

期分金額及びその者の納期ごとの納付額のうち、第６期納期の納付額（以下この項に

おいて「第６期分金額」という。）の合計額に満たない場合には、当該納税通知書に

記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第２期納期、第３期納期、第４期納期及

び第５期納期においてはないものとし、第６期納期においてはその者の第１期分金額、

その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４期分金額、その者の第

５期分金額及びその者の第６期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税

に係る特別税額控除額を控除した額とし、第７期納期、第８期納期、第９期納期及び

第１０期納期においてはその者の納期ごとの納付額とする。 

(7) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４

期分金額、その者の第５期分金額及びその者の第６期分金額の合計額以上であり、そ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４

期分金額、その者の第５期分金額、その者の第６期分金額及びその者の納期ごとの納

付額のうち、第７期納期の納付額（以下この項において「第７期分金額」という。）

の合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１

期納期、第２期納期、第３期納期、第４期納期、第５期納期及び第６期納期において

はないものとし、第７期納期においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金

額、その者の第３期分金額、その者の第４期分金額、その者の第５期分金額、その者

の第６期分金額及びその者の第７期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住

民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第８期納期、第９期納期及び第１０期

納期においてはその者の納期ごとの納付額とする。 

(8) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４

期分金額、その者の第５期分金額、その者の第６期分金額及びその者の第７期分金額

の合計額以上であり、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３

期分金額、その者の第４期分金額、その者の第５期分金額、その者の第６期分金額、

その者の第７期分金額及びその者の納期ごとの納付額のうち、第８期納期の納付額（以

下この項において「第８期分金額」という。）の合計額に満たない場合には、当該納

税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第２期納期、第３期納期、第

４期納期、第５期納期、第６期納期及び第７期納期においてはないものとし、第８期

納期においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金

額、その者の第４期分金額、その者の第５期分金額、その者の第６期分金額、その者

の第７期分金額及びその者の第８期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住
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民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第９期納期及び第１０期納期において

はその者の納期ごとの納付額とする。 

(9) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４

期分金額、その者の第５期分金額、その者の第６期分金額、その者の第７期分金額及

びその者の第８期分金額の合計額以上であり、その者の第１期分金額、その者の第２

期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４期分金額、その者の第５期分金額、

その者の第６期分金額、その者の第７期分金額、その者の第８期分金額及びその者の

納期ごとの納付額のうち、第９期納期の納付額（以下この項において「第９期分金額」

という。）の合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付

額は、第１期納期、第２期納期、第３期納期、第４期納期、第５期納期、第６期納期、

第７期納期及び第８期納期においてはないものとし、第９期納期においてはその者の

第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４期分金

額、その者の第５期分金額、その者の第６期分金額、その者の第７期分金額、その者

の第８期分金額及びその者の第９期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住

民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第１０期納期においてはその者の納期

ごとの納付額のうち、第１０期納期の納付額とする。 

(10) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第

４期分金額、その者の第５期分金額、その者の第６期分金額、その者の第７期分金額、

その者の第８期分金額及びその者の第９期分金額の合計額以上である場合には、当該

納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第２期納期、第３期納期、

第４期納期、第５期納期、第６期納期、第７期納期、第８期納期及び第９期納期にお

いてはないものとし、第１０期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税

の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額

とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定により普通徴収

の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の規定により普通徴収の

方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の規定により特別

徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税（第３項にお

いて「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及び同条第２項の規定

により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の

額については、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額

（附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される第４７条の

２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額（こ

れと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第７号において同じ。）

の合算額（以下この号及び第７号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の



8 

合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１号において同じ。）からその者

の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額（以下この項及び第３

項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。）がその

者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得

に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特

別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の２分の１に相当する額をいう。以

下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を基に特

例条例第５条の規定により算出した納期ごとの納付額（以下この項において「納期ご

との納付額」という。）のうち、第１期納期の納付額（以下この項において「第１期

分金額」という。）に満たない場合には、第１期納期、第２期納期、第３期納期及び

第４期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の

市民税の額（以下この項において「普通徴収対象税額」という。）並びに第４７条の

３に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収す

べき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第３項において

「特別徴収対象税額」という。）は、第１期納期においてはその者の第１期分金額か

らその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当

する税額、第２期納期、第３期納期及び第４期納期においてはその者の納期ごとの納

付額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においては

その者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を３で除して得た金額（当

該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１００円未満である

ときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金

額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個

人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「１０月分金

額」という。）に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間にお

いてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額及びその者の納期

ごとの納付額のうち、第２期納期の納付額（以下この項において「第２期分金額」と

いう。）の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、

第１期納期における税額はないものとし、第２期納期においてはその者の第１期分金

額及びその者の第２期分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第３期納期及び第４期納期におい

てはその者の納期ごとの納付額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月

３０日までの間においてはその者の１０月分金額に相当する税額、同年１２月１日か

ら翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の第１期分金額及びその者の第２期分金額の合計額以上であり、かつ、その

者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の納期ごとの納付額のうち、第

３期納期の納付額（以下この項において「第３期分金額」という。）の合計額に満た

ない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納
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期における税額はないものとし、第３期納期においてはその者の第１期分金額、その

者の第２期分金額及びその者の第３期分金額の合計額からその者の年金所得に係る個

人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第４期納期におい

てはその者の納期ごとの納付額のうち、第４期納期の納付額（以下この項において「第

４期分金額」という。）、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日ま

での間においてはその者の１０月分金額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の

３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の第３期分金額の合計額

以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期

分金額及びその者の第４期分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及

び特別徴収対象税額は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期における税額はない

ものとし、第４期納期においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、そ

の者の第３期分金額及びその者の第４期分金額の合計額からその者の年金所得に係る

個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日

の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額

に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の

分割金額に相当する税額とする。 

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額及びその者

の第４期分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期

分金額、その者の第３期分金額、その者の第４期分金額及びその者の１０月分金額の

合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期、

第２期納期、第３期納期及び第４期納期における税額はないものとし、当該年度の初

日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の第１期分金

額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４期分金額及びその

者の１０月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの

間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(6) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の

第４期分金額及びその者の１０月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期

分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４期分金額、そ

の者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対

象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期、第２期納期、第３期納期及び第４期納

期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間における

税額はないものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその

者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の第４期

分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月
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１日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(7) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の第３期分金額、その者の

第４期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合

には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期、第２期納期、第３期

納期及び第４期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３

１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間に

おいてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とす

る。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、同条第

２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌

年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金

給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第１項各号に規定す

る特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額（第

１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年

金所得に係る個人の市民税の額から第４７条の５第１項に規定する年金所得に係る仮

特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を３で除して得た金

額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１００円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分

割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係

る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「１０月

分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額から

その者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当す

る税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額

に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分金額とその者の分割

金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する

年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同年１２月

１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の１０月分金額とその者の分割

金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控

除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者

の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴

収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日までの
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間における税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間においてはそ

の者の第４７条の５第２項の規定により読み替えられた第４７条の２第１項に規定す

る年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、同条第

２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌

年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金

給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第３項各号に規定す

る特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用がある場合につ

いては、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項及び第４項

に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別税額控除額を、同条

第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第３４条の３、第３４条の６から第３

４条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、附

則第７条の４及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３項中「第３４条の

９第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条」を加え、「同項中」を「第３４条の

９第１項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、附則第７条の５

第１項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第８条第２項及び」と、前条中「附則第７

条の４及び」とあるのは「附則第７条の４、次条第２項及び」とする」に改める。 

附則第１０条の２第２１項を削り、同条第２０項を同条第２１項とし、同条第１９項中

「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４号ハ」に改め、同項を

同条第２０項とし、同条第１８項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条

第２５項第４号ロ」に改め、同項を同条第１９項とし、同条第１７項中「附則第１５条第

２５項第３号イ」を「附則第１５条第２５項第４号イ」に改め、同項を同条第１８項とし、

同条第１６項中「附則第１５条第２５項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」

に改め、同項を同条第１７項とし、同条第１５項中「附則第１５条第２５項第２号ロ」を

「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同項を同条第１６項とし、同条第１４項中「附

則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第２５項第３号イ」に改め、同項を同条

第１５項とし、同条第１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は７分の６とする。 

附則第１０条の２第２２項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」に

改め、同条第２３項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３７項」に改め、同

条第２７項を同条第２８項とし、同条第２６項を同条第２７項とし、同条第２５項中「附

則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同項を同条第２６項とし、同

条第２４項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条

第２５項とし、同条第２３項の次に次の１項を加える。 

２４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 
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 附則第１０条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第７条第１７項」

を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第７

条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」に改め、同項を同条第１３項とし、同条

第１１項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を同

条第１２項とし、同条第１０項中「附則第７条第１０項各号に規定する」を「附則第７条

第１１項各号に掲げる」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第

９項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項

中「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第９項とし、

同条中第７項を第８項とし、第３項から第６項までを１項ずつ繰り下げ、同条第２項の次

に次の１項を加える。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分所有に

係る住宅については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、長期優良住宅の

普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項に規定する管理者等

から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規定

する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又

は第２項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同

条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

 附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改める。 

 附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は令和

８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「令和７年度分又

は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用

土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年度分」を

「令和８年度分」に改める。 

 附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあって

は、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の

固定資産税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和

５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及び第

５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め

る。 

 附則第１２条の２を次のように改める。 

第１２条の２ 削除 

 附則第１２条の２の次に次の１条を加える。 

 （用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税に関する経過措

置） 

第１２条の３ 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）附則第２１条

第１項の規定に基づき、令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資産税に

ついては、法附則第１８条の３の規定を適用しないこととする。 
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 附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年度分の固定

資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

 附則第１５条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に

改める。 

附則第１６条の３第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１

項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第１６

条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１６条の４第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１

項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第１６

条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１７条第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１

項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第１７

条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１

項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第１８

条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１９条第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１

項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第１９

条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１

項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０

条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条の２第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１

項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０

条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条の２第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１

項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０

条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条の３第２項に次の１号を加える。 
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(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１

項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０

条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条の３第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１

項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第２０

条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の宇土市税条例の規定中固

定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和

５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭

和２５年法律第２２６号。次項及び第４項において「旧法」という。）附則第１５条第

２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第１５条第３

２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固

定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の施行の日か

ら令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定する滞在

快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 
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議案第４２号 

 

   専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の事件を

専決処分したので、同条第３項の規定により次のとおり報告し、その承認を求める。 

 

  令和６年６月１７日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

記 

 

専決第３号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次の事件につ

いて専決処分する。 

 

  令和６年４月１日専決 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 宇土市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

専決理由 

 条例を改正する必要が生じたが、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、

専決処分するものである。 

 

 

   宇土市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

宇土市国民健康保険税条例（昭和３４年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項ただし書中「２２０，０００円」を「２４０，０００円」に改める。 

第２３条第１項中「２２０，０００円」を「２４０，０００円」に改め、同項第２号中

「２９０，０００円」を「２９５，０００円」に改め、同項第３号中「５３５，０００円」

を「５４５，０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の宇土市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度
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分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
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議案第４３号 

 

   専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の事件を

専決処分したので、同条第３項の規定により次のとおり報告し、その承認を求める。 

 

  令和６年６月１７日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

記 

 

専決第４号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次の事件につ

いて専決処分する。 

 

  令和６年４月８日専決 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 宇土市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

 

専決理由 

 条例を改正する必要が生じたが、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、

専決処分するものである。 

 

 

   宇土市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

宇土市重度心身障害者医療費助成に関する条例（昭和５８年条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条第１号中「１，０２０円」を「１，０００円」に改め、同条第２号中「２，０４

０円」を「２，０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の宇土市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、令

和６年４月１日以後の診療又は施術に係る医療費について適用し、同日前の診療又は施
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術に係る医療費については、なお従前の例による。 
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議案第４４号 

  

   専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の事件を

専決処分したので、同条第３項の規定により次のとおり報告し、その承認を求める。 

 

  令和６年６月１７日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

記 

 

専決第６号 

 

専 決 処 分 書 

 

 令和６年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 

 

  令和６年５月１７日専決 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

専決理由 

 既定予算を補正する必要が生じたが、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないた

め、専決処分するものである。 

 

 

 

 

  



20 

議案第４５号 

 

   宇土市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について 

 

 宇土市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を次のように制定する。 

 

令和６年６月１７日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

４３条の２の７第１項の規定に基づき、市長若しくは本市の委員会の委員若しくは委員

又は本市の職員（法第２４３条の２の８第３項の規定による賠償の命令の対象となる者

を除く。以下「市長等」という。）の本市に対する損害を賠償する責任（以下「損害賠

償責任」という。）の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市長等が本市に対して損害賠償責任を負う場合において、市長等が職務を行うに

つき善意でかつ重大な過失がないときは、当該責任を負う額から、市長等に係る基準給

与年額（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７３条の４第１項第１号の

普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。）に次の各号に掲げる区分に応じ当該

各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。 

(1) 市長 ６ 

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員  

 ４ 

(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 ２ 

(4) 職員（前２号に掲げる職員を除く。） １ 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の市長等の行為に基づく損害賠償責任につ

いて適用する。 

 

 

提案理由 

地方自治法の規定に基づき、市長等の本市に対する損害賠償責任の一部免責に関し必要

な事項を定めるため、条例を制定する。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

  



21 

議案第４６号 

 

   宇土市税条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市税条例の一部を改正する条例 

 宇土市税条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第３４条の７第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第４号中「前３号」を「前各号」

に改め、「同条第３項及び」を削り、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号

を加える。 

(4) 所得税法第７８条第２項第４号に規定する公益信託の信託財産とするために支出し

た当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金 

 第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

 第１３９条の３第２項中「所有」を「所有し、」に改める。 

附則第４条の２を削る。 

附則第１０条の３第１１項中「規定する」を「掲げる」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

(1) 第５６条の改正規定 令和７年４月１日 

(2) 第３４条の７第１項の改正規定、附則第４条の２を削る改正規定及び次条の規定 公

益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行の日の属する年の翌年の１月１

日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規

定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定による改正後の宇土市税条例第３

４条の７第１項（第４号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第４号中

「寄附金」とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第

８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第１条の

規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特定寄附金とみなされるもの

を含む。）」とする。 

 

 

提案理由 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の改正に伴い、条例を改正する。 
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 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第４７号 

 

宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

 

宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和６年６月１７日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成２６年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければ」を「掲示するとと

もに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的

として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当する

ものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。 

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的

記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第４８号 

 

宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について 

 

宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。 

 

 令和６年６月１７日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第

２１号）の一部を次のように改正する。 

第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２

５人」に改める。 

第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２

５人」に改める。 

第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２

５人」に改める。 

第４７条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２

５人」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 当分の間、この条例による改正後の宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例（以下「新条例」という。）第２９条第２項、第３１条第２項、第４

４条第２項及び第４７条第２項の規定の適用については、新条例第２９条第２項第３号、

第３１条第２項第３号、第４４条第２項第３号及び第４７条第２項第３号中「１５人」

とあるのは「２０人」と、新条例第２９条第２項第４号、第３１条第２項第４号、第４

４条第２項第４号及び第４７条第２項第４号中「２５人」とあるのは「３０人」とする。 

３ 前項に規定する期間内においても、小規模保育事業者（Ａ型）、小規模保育事業者（Ｂ

型）、保育所型事業所内保育事業者及び小規模型事業所内保育事業者は、同項の規定に

よる読替え前の新条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条

第２項に定める基準を満たす数の保育士及び保育従事者を置くよう努めなければならな

い。 
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提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第４９号 

 

令和６年度宇土市一般会計補正予算（第１号）について 

 

令和６年度宇土市一般会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定める。 

 

令和６年６月１７日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

  


